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◎新潟県告示第29号 

漁船損害等補償法（昭和27年政令第28号）第112条第4項の規定により所有する指定漁船の全部を政令で定める

金額を下らない額を保険金額として普通損害保険に付さなければならない指定漁船所有者の範囲を定めるための

地域の指定を次のとおり変更する。 

平成27年１月13日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

変更前の加入区の名称及び区域 

加入区の名称 区  域 

相川 

佐渡市相川一町目、相川一町目浜町、相川一町目裏町、相川市町、相川石扣町、

相川板町、相川六右衛門町、相川羽田村、相川羽田町、相川西坂町、相川濁川町、

相川二町目、相川二町目浜町、相川二町目新浜町、相川大床屋町、相川大間町、

相川下戸町、相川下戸炭屋町、相川下戸浜町、相川下戸炭屋浜町、相川下戸炭屋

裏町、相川下戸村、相川勘四郎町、上相川町、相川嘉左衛門町、相川上寺町、相

川上京町、相川紙屋町、相川大工町、相川惣徳町、相川長坂町、相川中京町、相

川中寺町、相川奈良町、相川馬町、相川弥十郎町、相川八百屋町、相川米屋町、

相川小六町、相川五郎右衛門町、相川五郎左衛門町、相川小右衛門町、相川江戸

沢町、相川四十物町、相川会津町、相川海士町、相川左門町、相川材木町、相川

坂下町、相川三町目、相川三町目浜町、相川三町目新浜町、相川北沢町、相川銀

山町、相川夕白町、相川南沢町、相川味噌屋町、相川水金町、相川新五郎町、相

川庄右衛門町、相川次助町、相川下寺町、相川下京町、相川新西坂町、相川塩屋

町、相川新材木町、相川下山之神町、相川柴町、相川四町目、相川四町目浜町、

相川新浜町、下相川、相川広間町、相川柄杓町、相川清右衛門町、相川諏訪町、

相川炭屋町、相川鹿伏の区域 

稲鯨 

佐渡市相川大浦、高瀬、橘、稲鯨、米郷、二見、八幡、八幡新町、八幡町、河原

田本町、河原田諏訪町、中原、鍛冶町、石田、上長木、下長木、長木、上矢馳、

二宮、市野沢、真光寺、山田、青野、窪田、東大通、沢根五十里、沢根篭町、沢

根炭屋町、沢根、沢根町の区域 

 

変更後の加入区の名称及び区域 

加入区の名称 区  域 

稲鯨 

佐渡市相川一町目、相川一町目浜町、相川一町目裏町、相川市町、相川石扣町、

相川板町、相川六右衛門町、相川羽田村、相川羽田町、相川西坂町、相川濁川町、

相川二町目、相川二町目浜町、相川二町目新浜町、相川大床屋町、相川大間町、

相川下戸町、相川下戸炭屋町、相川下戸浜町、相川下戸炭屋浜町、相川下戸炭屋

裏町、相川下戸村、相川勘四郎町、上相川町、相川嘉左衛門町、相川上寺町、相

川上京町、相川紙屋町、相川大工町、相川惣徳町、相川長坂町、相川中京町、相

川中寺町、相川奈良町、相川馬町、相川弥十郎町、相川八百屋町、相川米屋町、

相川小六町、相川五郎右衛門町、相川五郎左衛門町、相川小右衛門町、相川江戸

沢町、相川四十物町、相川会津町、相川海士町、相川左門町、相川材木町、相川

坂下町、相川三町目、相川三町目浜町、相川三町目新浜町、相川北沢町、相川銀

山町、相川夕白町、相川南沢町、相川味噌屋町、相川水金町、相川新五郎町、相

川庄右衛門町、相川次助町、相川下寺町、相川下京町、相川新西坂町、相川塩屋

町、相川新材木町、相川下山之神町、相川柴町、相川四町目、相川四町目浜町、

相川新浜町、下相川、相川広間町、相川柄杓町、相川清右衛門町、相川諏訪町、

相川炭屋町、相川鹿伏、相川大浦、高瀬、橘、稲鯨、米郷、二見、八幡、八幡新

町、八幡町、河原田本町、河原田諏訪町、中原、鍛冶町、石田、上長木、下長木、

長木、上矢馳、二宮、市野沢、真光寺、山田、青野、窪田、東大通、沢根五十里、

沢根篭町、沢根炭屋町、沢根、沢根町の区域 

 


